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要 旨 妊 婦 や 授 乳 婦 に 対 す るmagnetic resonance imaging（MRI） お よ びcomputed 
tomography （CT） 時の造影剤投与は，児に対する安全性に関する混乱があり，造影

剤投与の必要性や妥当性の有無，授乳婦に対する造影剤投与後の授乳制限有無の判断に苦慮する
ことがある．しかし，造影剤投与にともなう児への影響に関する情報は少なく，これらの混乱は，
有用な画像検査の不必要な回避や授乳の不必要な制限をもたらし得る．妊婦や授乳婦に対する適
切な画像検査情報は，最適の管理方針決定への寄与が期待される．そこで，妊婦や授乳婦に対す
るMRIおよびCT時の造影剤投与について，院内医療者間の統一した意思決定プロセスが望まし
いと判断し，院内の取り決めを作成することとした．方法は，日米欧の産婦人科および放射線科
の最新のガイドラインや提言，造影剤の医薬品添付文書を参照し，院内の取り決めについて，産
婦人科医と放射線科医との間で協議した．妊婦や授乳婦に対するMRIおよびCT時の造影剤投与
によるリスクとベネフィットに加え，国立病院機構小倉医療センター（当院）の現状も勘案した
上で，院内の取り決めを作成した． 院内の取り決めの原則は，妊婦に対するMRIは，必ず一期
的に非造影検査を行い，画像評価の上，造影検査が診断に不可避と判断した場合に限り造影検査
を追加することとした． 妊婦に対するCTは，非造影検査を原則とするが，造影検査が必要と判
断した場合には非造影検査は行わず，単相の造影検査を行うこととした．授乳婦に対するMRIお
よびCTでは，造影剤投与後の授乳制限は基本的に行わないこととした．本稿は，妊婦や授乳婦
に対するMRIおよびCT時の造影剤投与についての，小倉医療センターの取り決めを提示する．
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